
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

２　一般行政職給料表の状況（平成２３年４月１日現在）
（単位：円）

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２３年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

給料月額

１級

135,600

243,700

１号給の

給料月額

最高号給の

44.6

342,278

339,100

400,013

397,723

347,584

42.7

―

361,552

435,475

327,205

（国ベース）

区　　分 平均年齢

573,105

給与費 B/A

93,901

期末・勤勉手当

      ２　職員数は、22年4月1日現在の人数である。

22年度

一人当たり

　　　　　　Ａ

実 質 収 支

　　　　　千円

4,739 3,080,458

給　 料 職員手当

人 千円

平均給与月額

21年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

18.3

平均給料月額

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（22年度末）

22年度 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円人　

人 件 費 率人 件 費

　　　　　　Ｂ

国 42.3

312,748類似団体

和束町

京都府

18.6

平均給与月額

360,600

64 229,864 27,934

職員数

和束町の給与・定員管理等について

42.4

（参考）

区　　分 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円千円

309,200

６級

5,321

調整手当（地域手当）：廃止

削減期間

5,52382,761

（参考）類似団体平均

261,900 289,200

一人当たり給与費　　計　　Ｂ

千円千円

340,559

222,900

２級 ３級 ４級

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

５級

424,600

185,800 320,600

309,200 356,400 390,100 402,500

平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日
副町長

職員 措置内容

給料の１０％削減

給料の８％削減
特別職

町長

(H18)

91.0
(H18)

92.3

(H18)

93.5
(H23)

94.1

(H23)

94.4

(H23)

95.3

85.0 

90.0 

95.0 

100.0 

105.0 

和束町 類似団体平均 全国町村平均

（例）
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　　　　②技能労務職

参考

Ａ／Ｂ

歳 人 歳 ―

歳 人 歳 ―

歳 人 歳 ―

歳 人 歳 ―

歳 人 歳 ―

歳 人 歳 ―

円 円

うち学校給食員 円 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。(平成１６年～１８年の３ヶ年平均)

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された

　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

※「平均給料月額」とは、２２年４月１日現在における職員の基本給の平均である。

※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したもので、地方公務員

　実態調査において明らかにされているもの。

※「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較

　のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

（2) 職員の初任給の状況（２３年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２３年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

和束町

―

3,689

―
411,799円

283,862円49.5

民　　　間

―

―

技能労務職

区　　　　　分

うち保育所給食員

一般行政職

高　校　卒

高　校　卒

大　学　卒

Ｃ／Ｄ

―

――285,673円 307,617円 ―

―

―

142,300

―

―

―

―

37.7

37.7

265,700円

265,700円

―

―

301,549円

――

民  間
（Ｄ）

―

―

――
3,591,800

区　　　分
公務員

（Ｃ）

3,591,800

参　　　　　考

年収ベース(試算値)の比較

和束町

大　学　卒

高　校　卒

類似団体 49.3

区　　　　分

中　学　卒

一般行政職 258,200

3

321,662円

調理師

303,900

344,200

172,200

140,100

329,500

―　　

149,800

調理師

52.2 398

― 1

1

― 328,100円

― ―

平均年齢

284,350円

対応する民間
の類似職種

― ――

区　　　分
平均年齢 職員数 平均給料月額

公　　務　　員

平均給与月額
（国ベース）

平均給与月額
（Ａ）

― 2

240,600円

―

国

393,565円355,425円

―

経験年数20年

―

―

京　都　府

178,800178,800

―

―

経験年数10年

149,800

和　束　町

―

経験年数15年

274,300

―

平均給与月
額

（Ｂ）

うち学校給食員

うち保育所給食員

京都府

国

144,500

248,600

中　学　卒

高　校　卒技能労務職
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４　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２３年４月１日現在）

（注）１　和束町職員の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　（注） 平成○年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　（注）平成１８年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　
 　　統合）　　　　　

（2) 昇給への勤務成績の反映状況

　 勤務成績に見合った昇給を行っている。

５　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（２２年度支給割合） （２２年度支給割合） （２２年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

2.60  月分 1.35  月分 2.60  月分 1.35  月分 2.60  月分 1.35  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ 1.45 ）月分 ( 0.65 ）月分 （ 1.45 ）月分 ( 0.65 ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 3・４級5%,　5・6級10%　 ・役職加算5～20%　・管理職加算10%,20% ・役職加算　5～20%　・管理職加算 10～25%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】　勤勉手当への勤務成績の反映状況　（一般行政職）

勤務成績の反映は行わず、定率での支給。

―

0

　　　　　　　　％

22.0

36.0

国

　　　　　　　　人

和　　　　　束　　　　　町 京　　　　　都　　　　　府

―

６　　級

５　　級

　　　　　　　　人

11

参事、理事及び困難な職務を分掌す
る課長の職務

―

20.0

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

22.0

18

　　　　　　　　人

0.0

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

構成比職員数

11

0.0

　　　　　　　　％

１人当たり平均支給額（２２年度）

10

　　　　　　　　人

主事及び定型的な業務を行う職務

標準的な職務内容

1,338

区　　分

主査の職務２　　級

１　　級

４　　級 課長補佐の職務

課長、課長代理及び主幹の職務

1,631

係長及び主任の職務

0

１人当たり平均支給額（２２年度）

３　　級

8級

１級, 22.0%
１級, 17.6%

１級, 5.1%

２級

0.0% ２級

2.0%

２級

0.0%

３級

36.0%

３級

41.2% ３級

55.9%

４級

20.0%

４級

19.6% ４級

11.9%

５級

22.0%

５級

19.6%
５級

18.6%

６級

8.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成23年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（2) 退職手当（２３年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

（退職時特別昇給　　　　　　　　な　　し　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２２年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

（２３年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（２３年４月１日現在）

千円

円

％

3

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（２３年４月１日現在）

円

円

円

円

行旅病人・死亡人取扱作業従事手当

動物の死体等処理作業従事手当

行旅病人・死亡人取扱作業業務

動物の死体等処理作業業務

関係職員

環境業務職員

病人１人５千円 死亡人１体１万円

捕獲処理１匹３百円 死体処理１体１千円

0

国の制度（支給率）

―

支給職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算）

支給実績（２２年度決算）

282,214

― 4,534

2,622

1,976

18,477

和　　　　　束　　　　　町

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)

１回　１万円

片道2ｋｍ以上5ｋｍ未満2
千円。片道5ｋｍ以上10ｋ
ｍ未満41百円。片道10ｋ
ｍ以上15ｋｍ未満65百
円。片道15ｋｍ以上20ｋ
ｍ未満89百円。片道20ｋ
ｍ以上25ｋｍ未満113百
円。片道25ｋｍ以上30ｋ
ｍ未満137百円。片道30
ｋｍ以上35ｋｍ未満161百
円。片道35ｋｍ以上40ｋ
ｍ未満185百円。片道40
ｋｍ以上45ｋｍ未満209百
円。片道45ｋｍ以上50ｋ
ｍ未満218百円。片道50
ｋｍ以上55ｋｍ未満227百
円。片道55ｋｍ以上60ｋ
ｍ未満236百円。片道60
ｋｍ以上245百円。公共
交通機関を利用する場
合550百円までは全額。

同じ

―

支 給 実 績 （ ２ １ 年 度 決 算 ）

支給実績国の制度と

10,451

8,044 千円

千円

―

0

国

その他の加算措置　定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)

（２２年度決算）

―

（２２年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

536,283

248,830

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ １ 年 度 決 算 ）

8,000

140

国の制度
内容及び支給単価

理事・課長　給料×10％
主幹　給料×７％

通勤手当

管理職手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（２２年度）

手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象業務

9.0

左記職員に対する支給単価

0

手　当　名

支給対象職員数

0

支給率

0

支給対象地域

なし

診療所の医師

扶養手当

家賃支払いは月額23千
円以下の場合は家賃額-
12千円。月額23千円を
超える場合は（家賃額-
23千円）×1/2+11千円
（限度額27千円）

住居手当

同じ

配偶者13,000円。扶養家
族1人につき6千5百円。
ただし、配偶者のいない
職員の扶養家族の1人目
のみ、1万1千円。
満15歳の年度初めから
満22歳の年度終わりまで
の子１人につき5千円を
加える。

夜間診療従事手当

主な支給対象職員

支給職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算）

218,531

0

支 給 実 績 （ ２ ２ 年 度 決 算 ） 9,924

との異同

同じ

171

異なる内容

夜間診療業務

支給実績（２２年度決算）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ２ 年 度 決 算 ）

千円

千円

74,320

4



６　特別職の報酬等の状況（２３年４月１日現在）

630,000 円 円／ 円

（ ７０0,000 円 ）

529,000 円 円／ 円

（ 575,000 円 ）

270,000 円 円／ 円

（ - 円 ）

200,000 円 円／ 円

（ - 円 ）

160,000 円 円／ 円

（ - 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

基礎給料月額×530/100×在職年数 円 任期ごと

基礎給料月額×315/100×在職年数 円 任期ごと

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

７　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　

（類似団体の人口1,000人当たり職員数

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　

（類似団体の人口1,000人当たり職員数

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（２３年４月１日現在）

報

酬

期
末
手
当

副 議 長

退
職
手
当

備　　　　考

町 長

副 町 長

議 員

人人

59歳 以上

-1

3

人

52歳

0

2 0

8
3

40歳

16

区
分

給 料 月 額 等

副 議 長

給

料

町 長

副 町 長

議 長

13,356,000

100,000

150,000

119,000

5

0

-2

0

-1

-2

0

3
56

19

228,000

7813 7 1

44歳 48歳

～ ～

251,000

307,000

（参考）類似団体における最高／最低額

280,000828,000

667,000

計

56歳 60歳

～

299,000

農 林 水 産

人

～

0

2

0
0

-1

-1

議 長

議 員

5

平成２２年

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

税 務

職 員 数

　　（２２年度支給割合）

平成２３年

4

そ の 他
下 水 道

　　（２２年度支給割合）町 長

２．９５

副 町 長 ２．９５

20歳 20歳

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

小　計

普
通
会
計
部
門

総 務

一
般
行
政
部
門

議 会

小　計

教育部門

～

24歳 28歳 32歳 36歳

区　分

未満

～

23歳 35歳

～～ ～

43歳39歳

0

人

27歳 31歳

9

人 人 人
職員数

人 人人

6

土 木
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(3)職員数の推移

（単位：人・％）

年度

部門別 の増減数(率)

（注） １　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数
２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。
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